
平成二十一年国土交通省令第三号

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成二十年法律第八十七号）の規定に基づき、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規

則を次のように定める。

（長期使用構造等とするための措置）

第一条　長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第四項第一号イに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省

令で定める基準は、住宅の構造に応じた腐食、腐朽又は摩損しにくい部材の使用その他の同条第三項第一号及び第二号に掲げる住宅の部

分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていることとする。

２　法第二条第四項第一号ロに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準は、同条第三項第一号に掲げる住宅の部分（以下

「構造躯体」という。）の地震による損傷の軽減を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていることとする。

３　法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める措置は、居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由

による住宅の利用の状況の変化に対応した間取りの変更に伴う構造の変更及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通大臣が

定めるものとする。

４　法第二条第四項第三号の国土交通省令で定める措置は、同条第三項第三号に掲げる住宅の設備について、同項第一号に掲げる住宅の部

分に影響を及ぼすことなく点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことができるようにするための措置その他の維持保

全を容易にするための措置として国土交通大臣が定めるものとする。

５　法第二条第四項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一　住宅の通行の用に供する共用部分について、日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性の確保を適

切に図るための措置その他の高齢者が日常生活を支障なく営むことができるようにするための措置として国土交通大臣が定めるものが

講じられていること。

二　外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として国土

交通大臣が定めるものが講じられていること。

（長期優良住宅建築等計画等の認定の申請）

第二条　法第五条第一項から第七項までの規定による認定の申請をしようとする者は、同条第一項から第三項までの規定による認定の申請

にあっては第一号様式の、同条第四項又は第五項の規定による認定の申請にあっては第一号の二様式の、同条第六項又は第七項の規定に

よる認定の申請にあっては第一号の三様式の申請書の正本及び副本に、同条第一項から第五項までの規定による認定の申請にあっては次

の表一に、同条第六項又は第七項の規定による認定の申請にあっては次の表一及び表二に掲げる図書（住宅の品質確保の促進等に関する

法律（平成十一年法律第八十一号）第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて、法第五条第一項から

第五項までの規定による認定の申請をする場合においては次の表三に、同条第六項又は第七項の規定による認定の申請をする場合におい

ては次の表二及び表三に掲げる図書）その他所管行政庁が必要と認める図書（第九条、第十六条第一項第九号並びに第十八条第二項及び

第三項を除き、以下「添付図書」と総称する。）を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。ただし、これらの申請に係る長

期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画（第五条において「長期優良住宅建築等計画等」という。）に応じて、その必要が

ないときは、これらの表に掲げる図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。

一

図書の種類 明示すべき事項

設計内容説明書 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、空気調和設

備等（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成二十七年法律第五十三号）第二条第一項第

二号に規定する空気調和設備等をいう。）及び当該空気調和設備等以外のエネルギー消費性能（同号に規定す

るエネルギー消費性能をいう。）の向上に資する建築設備（以下この表において「エネルギー消費性能向上設

備」という。）の位置並びに配管に係る外部の排水ますの位置

仕様書（仕上げ表

を含む。）

部材の種別、寸法及び取付方法並びにエネルギー消費性能向上設備の種別

各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、

段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、

換気孔の位置、設備の種別及び位置、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置

用途別床面積表 用途別の床面積

床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

二面以上の立面図 縮尺、外壁、開口部及びエネルギー消費性能向上設備の位置並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置

断面図又は矩計図 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、

天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造

基礎伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法

各階床伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法

小屋伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法

各部詳細図 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法

各種計算書 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容

機器表 エネルギー消費性能向上設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

状況調査書 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果

二

図書の種類 明示すべき事項

工事履歴書 新築、増築又は改築の時期及び増築又は改築に係る工事の内容

三

図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
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配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法

用途別床面積表 用途別の床面積

床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

二面以上の立面図 縮尺、外壁及び開口部の位置

断面図又は矩計図 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの出

状況調査書 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果

２　前項の表一、表二又は表三の各項に掲げる図書に明示すべき事項を添付図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわ

らず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項

を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。

３　第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表一、表二又は表三に掲げる

図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。

４　法第五条第五項又は第七項の規定による認定の申請をしようとする者のうち、法第六条第八項の規定の適用を受けようとする者は、第

一項の申請書の正本及び副本並びに添付図書にマンションの管理の適正化の推進に関する法津施行規則（平成十三年国土交通省令第百十

号）第一条の六に規定する通知書及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成十二年法律第百四十九号。第五条の二におい

て「マンション管理適正化法」という。）第五条の八に規定する認定管理計画又はこれらの写しを添えて、所管行政庁に提出するものと

する。

（長期優良住宅建築等計画の記載事項）

第三条　法第五条第八項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期

二　法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期

三　法第五条第四項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期

（規模の基準）

第四条　法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とす

る。ただし、住戸の少なくとも一の階の床面積（階段部分の面積を除く。）が四十平方メートルであるものとする。

一　一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。次号において同じ。）　床面積の合計が七十五平方メ

ートル（地域の実情を勘案して所管行政庁が五十五平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積）

二　共同住宅等（共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。）　一戸の床面積の合計（共用部分の床面積を除く。）が四

十平方メートル（地域の実情を勘案して所管行政庁が四十平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積）

（維持保全の方法の基準）

第五条　法第六条第一項第五号イ及び第七号イの国土交通省令で定める基準は、法第二条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備につい

て、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画等に定められていることとする。

（維持保全に関する基準）

第五条の二　法第六条第八項の国土交通省令で定める基準は、法第二条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が

定めるところにより点検の時期及び内容がマンション管理適正化法第五条の八に規定する認定管理計画に定められていることとする。

（認定の通知）

第六条　法第七条の認定の通知は、第二号様式による通知書に第二条第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

（法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更）

第七条　法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一　長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更

二　法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の六月以内の変更

三　法第五条第四項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の六月以内の変更

四　前三号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第六条

第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することが明らかな変更（法第六条第二項の規定により建築基準関係規定

に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一項（同法第八十七

条第一項において準用する場合を含む。）に規定する軽微な変更であるものに限る。）

五　住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅維持保全計画が法第六条第一項第一号から第四号ま

で、第七号及び第八号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

（法第八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請）

第八条　法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更

に係るものを添えて、所管行政庁に提出するものとする。

（変更の認定の通知）

第九条　法第八条第二項において準用する法第七条の規定による変更の認定の通知は、第四号様式による通知書に、前条の申請書の副本及

びその添付図書、第十一条第一項の申請書の副本又は第十三条第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。

（法第九条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請）

第十条　法第九条第一項の国土交通省令で定める事項は、譲受人の氏名又は名称とする。

第十一条　法第九条第一項の規定による法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第五号様式による申請書の正本及び副本を

所管行政庁に提出するものとする。

２　前項の申請は、譲受人を決定した日から三月以内に行うものとする。

（法第九条第三項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請）

第十二条　法第九条第三項の国土交通省令で定める事項は、区分所有住宅の管理者等の氏名又は名称とする。

第十三条　法第九条第三項の規定による法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第六号様式による申請書の正本及び副本を

所管行政庁に提出するものとする。

２　前項の申請は、区分所有住宅の管理者等が選任された日から三月以内に行うものとする。
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（地位の承継の承認の申請）

第十四条　法第十条の承認を受けようとする者は、第七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ地位の承継の事実を証する書類

（次条において「添付書類」という。）を添えて、所管行政庁に提出するものとする。

（地位の承継の承認の通知）

第十五条　所管行政庁は、法第十条の承認をしたときは、速やかに、第八号様式による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添

えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。

（記録の作成及び保存）

第十六条　法第十一条第一項の認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録は、次に掲げる事項を記載した図書とする。

一　法第五条第八項各号に掲げる事項

二　法第六条第一項の認定を受けた旨、その年月日、認定計画実施者の氏名及び認定番号

三　法第八条第一項の変更の認定（法第九条第一項又は第三項の規定による法第八条第一項の変更の認定を含む。第九号において同じ。）

を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該変更の内容

四　法第十条の承認を受けた場合は、その旨並びに承認を受けた者の氏名並びに当該地位の承継があった年月日及び当該承認を受けた年

月日

五　法第十二条の規定による報告をした場合は、その旨及びその年月日並びに当該報告の内容

六　法第十三条の規定による命令を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該命令の内容

七　法第十五条の規定による助言又は指導を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該助言又は指導の内容

八　添付図書に明示すべき事項

九　法第八条第一項の変更の認定を受けた場合は、第八条に規定する添付図書に明示すべき事項

十　長期優良住宅の維持保全を行った場合は、その旨及びその年月日並びに当該維持保全の内容（維持保全を委託により他の者に行わせ

る場合は、当該他の者の氏名又は名称を含む。）

２　前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して

おくことができるものを含む。以下同じ。）に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、

当該記録をもって法第十一条第一項の記録の作成及び保存に代えることができる。

（区分所有住宅の管理者等が選任されるまでの期間）

第十七条　法第十四条第一項第三号の国土交通省令で定める期間は、当該工事が完了した日から起算して一年とする。

（許可申請書及び許可通知書の様式）

第十八条　法第十八条第一項の許可を申請しようとする者は、第九号様式の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で

定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

２　特定行政庁は、法第十八条第一項の許可をしたときは、第十号様式の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添え

て、申請者に通知するものとする。

３　特定行政庁は、法第十八条第一項の許可をしないときは、第十一号様式の許可しない旨の通知書に、第一項の許可申請書の副本及びそ

の添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

附　則

この省令は、法の施行の日（平成二十一年六月四日）から施行する。

附　則　（平成二二年五月二四日国土交通省令第三二号）

この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附　則　（平成二三年八月一二日国土交通省令第六四号）

この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十三年十月二十日）から施行する。

附　則　（平成二八年二月四日国土交通省令第六号）

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号）

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

附　則　（令和二年九月四日国土交通省令第七五号）　抄

この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和

三年四月一日）から施行する。

附　則　（令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号）

（施行期日）

１　この省令は、令和三年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年一〇月二〇日国土交通省令第六七号）

この省令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施

行の日（令和四年二月二十日）から施行する。

附　則　（令和四年八月一六日国土交通省令第六一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律（次

項において「改正法」という。）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（令和四年十月一日。以下「施行日」という。）から施行す

る。

（経過措置）

２　改正法第二条の規定による改正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第六項又は第七項の規定による認定の申請であっ

て、施行日前に建築がされた共同住宅等（施行日以後に増築又は改築がされたものを除く。）に係るものに対する第一条の規定による改

正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（次項において「新長期優良住宅法施行規則」という。）第四条の規定の適用に

ついては、同条第二号中「四十平方メートル（」とあるのは、「五十五平方メートル（」とする。

３　この省令の施行の際現にされている長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第一項から第五項までの規定による認定の申請（同

法第八条第一項の規定による変更の認定の申請を含む。）又は同法第十条の承認の申請に係る申請書の様式については、新長期優良住宅

法施行規則第一号様式、第一号の二様式、第三号様式及び第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。
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附　則　（令和四年一二月二三日国土交通省令第九二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一

条第三号に掲げる規定の施行の日（令和五年四月一日）から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にある第二条から第六条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用す

ることができる。

附　則　（令和五年二月二八日国土交通省令第五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令（以下「改正令」という。）の施行の日（令和五年四月一日。以下「施行日」

という。）から施行する。

（経過措置）

第二条　

３　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和五年九月二五日国土交通省令第七五号）

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第

四号に掲げる規定の施行の日（令和六年四月一日）から施行する。

附　則　（令和六年三月八日国土交通省令第一八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲

げる規定の施行の日（令和六年四月一日）から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これ

を取り繕って使用することができる。
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第一号様式（第二条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第一号様式(第二条関係)(日本産業規格A列4番) 

(第一面) 

認 定 申 請 書 

(新 築 ／ 増 築 ・ 改 築) 

年  月  日  

  所管行政庁    殿 

  申 請 者 の 住 所 又 は

主たる事務所の所在地 

  

申請者の氏名又は名称             

代 表 者 の 氏 名             

 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条 

第1項 

第2項 

第3項 

の規定に基づき、長期優良住宅 

建築等計画について認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に

相違ありません。 

 (本欄には記入しないでください。) 

受 付 欄 認 定 番 号 欄 決 裁 欄 

年  月  日 年  月  日 
  

第        号 第        号 

係員氏名 係員氏名 

 (注意) 

  1．この様式において、「一戸建ての住宅」は、人の居住の用以外の用途に供する部分

を有しないものに限り、「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての

住宅以外の住宅をいいます。 

  2．法第5条第2項の規定に基づく申請にあっては、一戸建て住宅等分譲事業者及び譲

受人の両者の氏名又は名称を記載してください。 

  3．申請者(法第5条第2項に基づく申請にあっては、一戸建て住宅等分譲事業者又は譲

受人)が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 

  4．共同住宅等に係る申請にあっては、第三面を申請に係る住戸(認定を求める住戸)

ごとに作成してください。 
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(第二面) 

長期優良住宅建築等計画 

1．建築をしようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模に関する事項 

 〔建築物に関する事項〕 

【1．地名地番】 

【2．敷地面積】         m2 

【3．工事種別】  □新築  □増築・改築 

【4．建築面積】         m2 

【5．床面積の合計】       m2 

【6．建て方】 □一戸建ての住宅  □共同住宅等 

  【一戸建ての住宅の場合：各階の床面積】   階   m2   階   m2 

  【共同住宅等の場合：住戸の数】 建築物全体         戸 

                  認定申請対象住戸      戸 

【7．建築物の高さ等】 

  【最高の高さ】 

  【最高の軒の高さ】 

  【階数】 (地上)     階 (地下)       階 

【8．構造】       造  一部         造 

【9．長期使用構造等に係る構造及び設備の概要】 

【10．確認の特例】 

  法第6条第2項の規定による申出の有無  □無  □有 

【11．住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の適用の有無】 

  住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4

項の規定により、その住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確

認書(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第7条

の4第1項第1号に規定する別記第11号の4様式)若しくは住宅性能評価書又はこれらの写

しの添付の有無  □無  □有 

 (注意) 

  1．【6．建て方】の欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてくださ

い。 

  2．【9．長期使用構造等に係る構造及び設備の概要】の欄について、【11．住宅の品質

確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の適用の有無】の欄で「無」に「レ」

マークを入れた場合においては、設計内容説明書を提出してください。 

  3．【10．確認の特例】の欄は、認定の申請に併せて建築基準法(昭和25年法律第201

号)第6条第1項の規定による確認申請書を提出して適合審査を受けるよう申し出る

場合においては「有」に、申し出ない場合においては「無」に「レ」マークを入れ

てください。 

  4．【11．住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の適用の有無】の欄は、

住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項又は第4項の規定により、その

住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性

能評価書又はこれらの写しを添付して申請する場合においては「有」に、添付しな
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いで申請する場合においては「無」に「レ」マークを入れてください。 

  5．この面は、建築確認等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと等により記

載すべき事項のすべてが明示された別の書面をもって代えることができます。 

7



(第三面) 

 〔申請に係る住戸に関する事項〕 

【1．住戸の番号】 

【2．住戸の存する階】        階 

【3．専用部分の床面積】       m2 

【4．当該住戸への経路】 

  【共用階段】   □無  □有 

  【共用廊下】   □無  □有 

  【エレベーター】 □無  □有 

 (注意) 

  1．この面は、共同住宅等に係る申請の場合に作成してください。 

  2．住戸の階数が二以上である場合には、【3．専用部分の床面積】に各階の床面積を

併せて記載してください。 

  3．【4．当該住戸への経路】の欄は該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ

てください。 

  4．この面は、住宅性能表示等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと、複数

の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき事項の全てが明示

された別の書面をもって代えることができます。 

   (第四面：法第5条第1項又は第2項の規定に基づく申請の場合) 

2．建築後の住宅の維持保全の方法及び期間 

 

3．住宅の建築及び維持保全に係る資金計画 

 ① 建築に係る資金計画 

 

 ② 維持保全に係る資金計画 

 

4．住宅の建築の実施時期 

〔建築に関する工事の着手の予定年月日〕    年   月   日 

〔建築に関する工事の完了の予定年月日〕    年   月   日 

 (注意) 

  1．3①欄には、建築に要する費用の概算額を記載してください。 

  2．3②欄には、住宅の修繕に要する費用の年間積立予定額を記載してください。 

  3．共同住宅等に係る申請である場合でも、3①及び②欄とも、一棟に係る費用を記

載してください。 

  4．この面は、複数の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき

事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。 
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      (第四面：法第5条第3項の規定に基づく申請の場合) 

2．建築後の住宅の維持保全の方法の概要 

 

3．住宅の建築に係る資金計画 

 

4．住宅の建築の実施時期 

〔建築に関する工事の着手の予定年月日〕    年   月   日 

〔建築に関する工事の完了の予定年月日〕    年   月   日 

5．譲受人の決定の予定時期     年   月 

 (注意) 

  1．3欄には建築に要する費用の概算額を記載してください。また、共同住宅等に係

る申請である場合でも、一棟に係る費用を記載してください。 

  2．この面は、複数の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき

事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。 
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第一号の二様式（第二条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第一号の二様式(第二条関係)(日本産業規格A列4番) 

(第一面) 

認 定 申 請 書 

(新築／増築・改築) 

年  月  日  

  所管行政庁    殿 

  申請者の住所又は

主たる事務所の所在地 

  

申請者の氏名又は名称             

代 表 者 の 氏 名             

 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条 
第4項 

第5項 
の規定に基づき、長期優良住宅 

建築等計画について認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に

相違ありません。 

 (本欄には記入しないでください。) 

受 付 欄 認 定 番 号 欄 決 裁 欄 

年  月  日 年  月  日 
  

第        号 第        号 

係員氏名 係員氏名 

 (注意) 

  1．この様式において、「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅

以外の住宅をいいます。 

  2．申請者(法第5条第4項に基づく申請にあっては、区分所有住宅分譲事業者、同条第

5項に基づく申請にあっては区分所有住宅の管理者等)が法人である場合には、代表

者の氏名を併せて記載してください。 

  3．第三面を申請に係る住戸(認定を求める住戸)ごとに作成してください。 

10



(第二面) 

長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 

1．建築をしようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模に関する事項 

 〔建築物に関する事項〕 

【1．地名地番】 

【2．敷地面積】         m2 

【3．工事種別】  □新築  □増築・改築 

【4．建築面積】         m2 

【5．床面積の合計】       m2 

【6．建て方】 

  【住戸の数】 建築物全体         戸 

         認定申請対象住戸      戸 

【7．建築物の高さ等】 

  【最高の高さ】 

  【最高の軒の高さ】 

  【階数】 (地上)     階 (地下)       階 

【8．構造】       造  一部         造 

【9．長期使用構造等に係る構造及び設備の概要】 

【10．確認の特例】 

  法第6条第2項の規定による申出の有無  □無  □有 

【11．住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の適用の有無】 

  住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4

項の規定により、その住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確

認書(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第7条

の4第1項第1号に規定する別記第11号の4様式)若しくは住宅性能評価書又はこれらの写

しの添付の有無  □無  □有 

【12．マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8に規定する認定管理計画

の有無】  □無  □有 

 (注意) 

  1．【6．建て方】の欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてくださ

い。 

  2．【9．長期使用構造等に係る構造及び設備の概要】の欄について、【11．住宅の品質

確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の適用の有無】の欄で「無」に「レ」

マークを入れた場合においては、設計内容説明書を提出してください。 

  3．【10．確認の特例】の欄は、認定の申請に併せて建築基準法(昭和25年法律第201

号)第6条第1項の規定による確認申請書を提出して適合審査を受けるよう申し出る

場合においては「有」に、申し出ない場合においては「無」に「レ」マークを入れ

てください。 

  4．【11．住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の適用の有無】の欄は、

住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項又は第4項の規定により、その
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住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性

能評価書又はこれらの写しを添付して申請する場合においては「有」に、添付しな

いで申請する場合においては「無」に「レ」マークを入れてください。 

  5．【12．マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8に規定する認定管理

計画の有無】の欄は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平

成13年国土交通省令第110号)第1条の6に規定する通知書及びマンションの管理の適

正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の8に規定する認定管理計画

又はこれらの写しを添付して申請する場合においては「有」に、添付しないで申請

する場合においては「無」に「レ」マークを入れてください。 

  6．この面は、建築確認等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと等により記

載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。 
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(第三面) 

 〔申請に係る建築物の住戸に関する事項〕 

【1．住戸の番号】 

【2．住戸の存する階】        階 

【3．専用部分の床面積】       m2 

【4．当該住戸への経路】 

  【共用階段】   □無  □有 

  【共用廊下】   □無  □有 

  【エレベーター】 □無  □有 

 (注意) 

  1．住戸の階数が二以上である場合には、【3．専用部分の床面積】に各階ごとの床面

積を併せて記載してください。 

  2．【4．当該住戸への経路】の欄は該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ

てください。 

  3．この面は、住宅性能表示等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと、複数

の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき事項の全てが明示

された別の書面をもって代えることができます。 

(第四面：法第5条第4項の規定に基づく申請の場合) 

2．建築後の住宅の維持保全の方法の概要 

 

3．住宅の建築に係る資金計画 

 

4．住宅の建築の実施時期 

〔建築に関する工事の着手の予定年月日〕      年    月    日 

〔建築に関する工事の完了の予定年月日〕      年    月    日 

5．区分所有住宅の管理者等の決定の予定時期    年   月 

 (注意) 

  1．3欄には、一棟の建築に要する費用の概算額を記載してください。 

  2．この面は、複数の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき

事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。 
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(第四面：法第5条第5項の規定に基づく申請の場合) 

2．建築後の住宅の維持保全の方法及び期間 

 

 (注意) 

  本欄には、区分所有住宅の管理者等が建築後の住宅の維持保全を管理会社と共同して

行う場合には、当該管理会社の名称についても記載してください。 

3．住宅の建築及び維持保全に係る資金計画 

 ① 建築に係る資金計画 

 

 ② 維持保全に係る資金計画 

 

4．住宅の建築の実施時期 

〔建築に関する工事の着手の予定年月日〕     年    月    日 

〔建築に関する工事の完了の予定年月日〕     年    月    日 

 (注意) 

  1．3①欄には、一棟の建築に要する費用の概算額を記載してください。 

  2．3②欄には、一棟の住宅の修繕に要する費用の年間積立予定額を記載してください。 

  3．この面は、複数の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき

事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。 
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第一号の三様式（第二条関係）（日本産業規格Ａ列４番）
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第二号様式（第六条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第二号様式(第六条関係)(日本産業規格A列4番) 

認 定 通 知 書 

(新 築 ／ 増 築 ・ 改 築 ／ 既 存) 

認 定 番 号  第        号   

認 定 年 月 日     年  月  日   

(※)  確 認 番 号  第        号   

確 認 年 月 日     年  月  日   

 建築主事又は

建築副主事の職氏名 

 

          殿 

 

所 管 行 政 庁           印   

 

 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第 項の規定に基づき申請のあった長期

優良住宅建築等計画等について、同法第6条第1項の規定に基づき認定しましたので、同法

第7条の規定に基づき通知します。 

 

1．申請年月日 

2．申請者の住所 

3．認定に係る住宅の位置 

4．認定に係る住宅の構造 

5．共同住宅等に係る申請にあっては、認定対象住戸番号 

6．法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請にあっては、工事種別 

7．法第5条第6項又は第7項の規定による認定の申請にあっては、新築又は増築・改築の時

期 

8．住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若

しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて申請を行った場合においては、同条第

1項の規定による求めを行った年月日 

 

 (※)は法第6条第4項において準用する建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第3項の

規定により所管行政庁が確認済証の交付を受けた場合に記入されます。 
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第三号様式（第八条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第三号様式(第八条関係)(日本産業規格A列4番) 

変 更 認 定 申 請 書 

(新 築 ／ 増 築 ・ 改 築 ／ 既 存) 

年  月  日  

  所管行政庁    殿 

  申 請 者 の 住 所 又 は

主たる事務所の所在地 

  

申請者の氏名又は名称             

代 表 者 の 氏 名             

 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づき、長期優良住宅建築

等計画等の変更の認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相

違ありません。 

 

1．長期優良住宅建築等計画等の認定番号 

        第        号 

2．長期優良住宅建築等計画等の認定年月日 

         年   月   日 

3．認定に係る住宅の位置 

4．認定に係る住宅が共同住宅等である場合は、区分所有住宅の該当の有無 

5．法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請により当初認定を受けた場合は、

当初認定時の工事種別 

6．法第5条第6項又は第7項の規定による認定の申請により当初認定を受けた場合は、新築

又は当初認定を受ける前にした増築・改築の時期 

7．変更の概要 

 (本欄には記入しないでください。) 

受 付 欄 認 定 番 号 欄 決 裁 欄 

年  月  日 年  月  日 
  

第        号 第        号 

係員氏名 係員氏名 

 (注意) 

  1．この様式において、「既存」とは、本申請が、法第5条第6項又は第7項の規定によ

る認定の申請に係るものであることを指します。 

  2．法第5条第2項の規定に基づく申請により認定を受けた場合は、一戸建て住宅等分

譲事業者及び譲受人の両者の氏名又は名称を記載してください。 

  3．申請者(法第5条第2項の規定に基づく申請により認定を受けた場合は一戸建て住宅

等分譲事業者又は譲受人)が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載して

ください。 

  4．5欄は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の

促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)による改正前の法

第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請により当初認定を受けた場合も

記載してください。 
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第四号様式（第九条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第四号様式(第九条関係)(日本産業規格A列4番) 

変 更 認 定 通 知 書 

(新 築 ／ 増 築 ・ 改 築 ／ 既 存) 

認 定 番 号  第        号   

認 定 年 月 日     年  月  日   

(※)  確 認 番 号  第        号   

確 認 年 月 日     年  月  日   

 建築主事又は

建築副主事の職氏名 

          殿 

所 管 行 政 庁           印   

 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づき申請のあった長期優

良住宅建築等計画等の変更について、同条第2項において準用する同法第6条第1項の規定

に基づき認定しましたので、同法第8条第2項において準用する同法第7条の規定に基づき

通知します。 

 

1．申請年月日 

2．申請者の住所 

3．当該変更認定を受ける前の長期優良住宅建築等計画等の認定番号 

4．認定に係る住宅の位置 

5．認定に係る住宅が共同住宅等である場合は、区分所有住宅の該当の有無 

6．認定に係る住宅の構造 

7．法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請により当初認定を受けた場合は、

当初認定時の工事種別 

8．法第5条第6項又は第7項の規定による認定の申請により当初認定を受けた場合は、新築

又は当初認定を受ける前にした増築・改築の時期 

 

 (※)は法第6条第4項において準用する建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第3項の

規定により所管行政庁が確認済証の交付を受けた場合に記入されます。 
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第五号様式（第十一条関係）（日本産業規格Ａ列４番）
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第六号様式（第十三条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第六号様式(第十三条関係)(日本産業規格A列4番) 

(第一面) 

変 更 認 定 申 請 書 

(新築／増築・改築) 

年  月  日  

   所管行政庁   殿 

  区分所有住宅

分譲事業者 

住 所 又 は

主たる事務所の所在地 

  

申請者の氏名又は名称             

代 表 者 の 氏 名             

  区分所有住宅

の管理者等 

住 所 又 は

主たる事務所の所在地 

  

氏 名 又 は 名 称             

代 表 者 の 氏 名             

 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第3項の規定に基づき、長期優良住宅建築

等計画の変更の認定を申請します。この申請書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

 

1．長期優良住宅建築等計画の認定番号 

        第        号 

2．長期優良住宅建築等計画の認定年月日 

        年   月   日 

3．認定に係る住宅の位置 

4．当初認定時の工事種別 

 (本欄には記入しないでください。) 

受 付 欄 認定番号欄 決 裁 欄 

年  月  日 年  月  日   

第        号 第        号 

係員氏名 係員氏名 

 (注意) 

  区分所有住宅分譲事業者又は区分所有住宅の管理者等が法人である場合には、代表者

の氏名を併せて記載してください。 
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(第二面) 

1．建築後の長期優良住宅の維持保全の方法及び期間 

  

 (注意) 

  本欄には、区分所有住宅の管理者等が建築後の住宅の維持保全を管理会社と共同して

行う場合には、当該管理会社の名称についても記載ください。 

2．住宅の建築及び維持保全に係る資金計画 

 ① 建築に係る資金計画 

  

 ② 維持保全に係る資金計画 

  

 (注意) 

  1．①欄には、建築に要する費用の概算額を記載してください。 

  2．②欄には、住宅の修繕に要する費用の年間積み立て予定額を記載してください。 

  3．①、②欄とも、一棟に係る費用を記載してください。 

3．住宅の建築の実施時期 

〔建築に関する工事の着手の予定年月日〕     年     月     日 

〔建築に関する工事の完了の予定年月日〕     年     月     日 
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第七号様式（第十四条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第七号様式(第十四条関係)(日本産業規格A列4番) 

承 認 申 請 書 

(新 築 ／ 増 築 ・ 改 築 ／ 既 存) 

年  月  日  

  所管行政庁    殿 

  申 請 者 の 住 所 又 は

主たる事務所の所在地 

  

申請者の氏名又は名称             

代 表 者 の 氏 名             

 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づき、認定計画実施者の地位

の承継について承認を申請します。この申請書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違

ありません。 

 

1．長期優良住宅建築等計画等の認定番号 

        第        号 

2．長期優良住宅建築等計画等の認定年月日 

         年   月   日 

3．認定に係る住宅の位置 

4．当初認定時の工事種別 

5．申請時における認定計画実施者の氏名 

6．地位の承継が生じた原因 

 (本欄には記入しないでください。) 

受 付 欄 認定番号欄 決 裁 欄 

年  月  日 年  月  日 
  

第        号 第        号 

係員氏名 係員氏名 

 (注意) 

 1．この様式において、「既存」とは、本申請が、法第5条第6項又は第7項の規定による

認定の申請に係るものであることを指します。 

 2．申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 

 3．4欄は、法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請により当初認定を受け

た場合に記載してください。また、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のため

の長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48

号)による改正前の法第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請により当初認

定を受けた場合も記載してください。 
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第八号様式（第十五条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第八号様式(第十五条関係)(日本産業規格A列4番) 

承 認 通 知 書 

(新築／増築・改築／既存) 

年  月  日  

          殿 

所 管 行 政 庁          印   

 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づき申請のあった地位の承継

について承認したので、通知します。 

 

1．申請年月日 

2．申請者の住所 

3．長期優良住宅建築等計画等の認定番号 

4．認定に係る住宅の位置 

5．当初認定時の工事種別 
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第九号様式（第十八条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第九号様式(第十八条関係)(日本産業規格A列4番) 

許可申請書 

(第一面) 

  長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定による許可を申請します。この申請

書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

 

  特定行政庁   殿 

 

年  月  日 

申請者氏名           
                                             

 【1．申請者】 

  【イ．氏名のフリガナ】 

  【ロ．氏名】 

  【ハ．郵便番号】 

  【ニ．住所】 

  【ホ．電話番号】 
                                             

 【2．設計者】 

  【イ．資格】      (   )建築士   (      )登録第     号 

  【ロ．氏名】 

  【ハ．建築士事務所名】 (   )建築士事務所(    )知事登録第     号 

  【ニ．郵便番号】 

  【ホ．所在地】 

  【ヘ．電話番号】 
                                             

※手数料欄 

※受付欄 ※消防関係

同意欄 

※建築審査会

同意欄 

※決裁欄 ※許可番号欄 

 年 月 日 

   

 年 月 日 

第       号 第         号 

係員氏名 係員氏名 
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(第二面) 

 建築物及びその敷地に関する事項 
                                             

 【1．地名地番】 
                                             

 【2．住居表示】 
                                             

 【3．防火地域】 □防火地域      □準防火地域      □指定なし 
                                             

 【4．その他の区域、地域、地区又は街区】 
                                             

 【5．道路】 

  【イ．幅員】 

  【ロ．敷地と接している部分の長さ】 
                                             

 【6．敷地面積】 

  【イ．敷地面積】 

   (1)(    )(    )(    )(    ) 

   (2)(    )(    )(    )(    ) 

  【ロ．用途地域等】 

     (    )(    )(    )(    ) 

  【ハ．建築基準法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率】 

     (    )(    )(    )(    ) 

  【ニ．建築基準法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率】 

     (    )(    )(    )(    ) 

  【ホ．敷地面積の合計】 

    (1) 

    (2) 

  【ヘ．敷地に建築可能な延べ面積を敷地面積で除した数値】 

  【ト．敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値】 

  【チ．備考】 
                                             

 【7．主要用途】 

     (区分         ) 
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 【8．工事種別】 □新築 □増築 □改築 
                                             

 

 【9．建築面積】        (申請部分   ) (申請以外の部分) (合計     ) 

  【イ．建築物全体】     (       ) (       ) (       ) 

  【ロ．建蔽率の算定の基礎となる建築面積】 

                (       ) (       ) (       ) 

  【ハ．建蔽率】 
                                             

 【10．延べ面積】       (申請部分   ) (申請以外の部分) (合計     ) 

  【イ．建築物全体】     (       ) (       ) (       ) 

  【ロ．地階の住宅又は老人ホーム等の部分】 

                (       ) (       ) (       ) 

  【ハ．エレベーターの昇降路の部分】 

                (       ) (       ) (       ) 

  【ニ．共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下等の部分】 

                (       ) (       ) (       ) 

  【ホ．認定機械室等の部分】 (       ) (       ) (       ) 

  【ヘ．自動車車庫等の部分】 (       ) (       ) (       ) 

  【ト．備蓄倉庫の部分】   (       ) (       ) (       ) 

  【チ．蓄電池の設置部分】  (       ) (       ) (       ) 

  【リ．自家発電設備の設置部分】 

                (       ) (       ) (       ) 

  【ヌ．貯水槽の設置部分】  (       ) (       ) (       ) 

  【ル．宅配ボックスの設置部分】 

                (       ) (       ) (       ) 

  【ヲ．その他の不算入部分】 (       ) (       ) (       ) 

  【ワ．住宅の部分】     (       ) (       ) (       ) 

  【カ．老人ホーム等の部分】 (       ) (       ) (       ) 

  【ヨ．延べ面積】 

  【タ．容積率】 
                                             

 【11．建築物の数】 

  【イ．申請に係る建築物の数】 

  【ロ．同一敷地内の他の建築物の数】 
                                             

 【12．工事着手予定年月日】        年    月    日 
                                             

 【13．工事完了予定年月日】        年    月    日 
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 【14．その他必要な事項】 

                                             

 【15．備考】 

 
                                             

 

(第三面) 

    建築物別概要 
                                             

  【1．番号】 
                                             

  【2．工事種別】 □新築 □増築 □改築 
                                             

  【3．構造】         造   一部       造 
                                             

  【4．高さ】 

   【イ．最高の高さ】 

   【ロ．最高の軒の高さ】 
                                             

 【5．用途別床面積】 

  (用途の区分)(具体的な用途の名称)(申請部分    )(申請以外の部分)(合計    ) 

  (     )(         )(        )(       )(      ) 

  (     )(         )(        )(       )(      ) 

  (     )(         )(        )(       )(      ) 

  (     )(         )(        )(       )(      ) 

  (     )(         )(        )(       )(      ) 

                                             

 【6．その他必要な事項】 

                                             

 【7．備考】 
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(注意) 

  1．各面共通関係 

    数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。 

  2．第一面関係 

   ① 申請者が2以上のときは、1欄は代表となる申請者について記入し、別紙に他の申請者に

ついてそれぞれ必要な事項を記入して添えてください。 

   ② 2欄は、設計者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所に属

していないときは、所在地は設計者の住所を書いてください。 

   ③ 設計者が2以上のときは、2欄は代表となる設計者について記入し、別紙に他の設計者に

ついて棟別に必要な事項を記入して添えてください。 

   ④ ※印のある欄は記入しないでください。 

  3．第二面関係 

   ① 住居表示が定まっているときは、2欄に記入してください。 

   ② 3欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、建築物の敷

地が防火地域、準防火地域又は指定のない区域のうち2以上の地域又は区域にわたるときは、

それぞれの地域又は区域について記入してください。 

   ③ 4欄は、建築物の敷地が存する3欄に掲げる地域以外の区域、地域、地区又は街区を記入

してください。なお、建築物の敷地が2以上の区域、地域、地区又は街区にわたる場合は、

それぞれの区域、地域、地区又は街区を記入してください。 

   ④ 5欄は、建築物の敷地が2メートル以上接している道路のうち最も幅員の大きなものにつ

いて記入してください。 

   ⑤ 6欄の「イ」(1)は、建築物の敷地が、2以上の用途地域、高層住居誘導地区、居住環境向

上用途誘導地区若しくは特定用途誘導地区、建築基準法(昭和25年法律201号)第52条第1項

第1号から第8号までに規定する容積率の異なる地域、地区若しくは区域又は同法第53条第1

項第1号から第6号までに規定する建蔽率若しくは高層住居誘導地区に関する都市計画にお

いて定められた建築物の建蔽率の最高限度の異なる地域、地区若しくは区域(以下「用途地

域が異なる地域等」という。)にわたる場合においては、用途地域が異なる地域等ごとに、

それぞれの用途地域が異なる地域等に対応する敷地の面積を記入してください。「イ」(2)

は、同法第52条第12項の規定を適用する場合において、同条第13項の規定に基づき、「イ」

(1)で記入した敷地面積に対応する敷地の部分について、建築物の敷地のうち前面道路と壁

面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線との間の部分を除いた敷地の面積を

記入してください。 

   ⑥ 6欄の「ロ」、「ハ」及び「ニ」は、「イ」に記入した敷地面積に対応する敷地の部分に

ついて、それぞれ記入してください。 

   ⑦ 6欄の「ホ」(1)は、「イ」(1)の合計とし、「ホ」(2)は、「イ」(2)の合計とします。 

   ⑧ 建築物の敷地が、建築基準法第52条第7項若しくは第9項に該当する場合又は同条第8項若

しくは第12項の規定が適用される場合においては、6欄の「ヘ」に、同条第7項若しくは第9

項の規定に基づき定められる当該建築物の容積率又は同条第8項若しくは第12項の規定が

適用される場合における当該建築物の容積率を記入してください。 

   ⑨ 建築物の敷地について、建築基準法第57条の2第4項の規定により現に特例容積率の限度
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が公告されているときは、6欄の「チ」にその旨及び当該特例容積率の限度を記入してくだ

さい。 

   ⑩ 建築物の敷地が建築基準法第53条第2項若しくは同法第57条の5第2項に該当する場合又は

建築物が同法第53条第3項、第6項、第7項若しくは第8項に該当する場合においては、6欄の

「ト」に、同条第2項、第3項、第6項、第7項又は第8項の規定に基づき定められる当該建築

物の建蔽率を記入してください。 

   ⑪ 7欄は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別紙の表の用途の区分に従い対応

する記号を記入した上で、主要用途をできるだけ具体的に書いてください。 

   ⑫ 8欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 

   ⑬ 9欄の「ロ」は、建築物に建築基準法施行令第2条第1項第2号に規定する特例軒等を設け

る場合において、当該特例軒等のうち当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から

突き出た距離が水平距離1メートル以上5メートル未満のものにあっては当該中心線で囲ま

れた部分の水平投影面積を、当該中心線から突き出た距離が水平距離5メートル以上のもの

にあっては当該特例軒等の端から同号に規定する国土交通大臣が定める距離後退した線で

囲まれた部分の水平投影面積を記入してください。その他の建築物である場合においては、

9欄の「イ」と同じ面積を記入してください。 

   ⑭ 10欄の「ロ」に建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの

住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分、「ハ」

にエレベーターの昇降路の部分、「ニ」に共同住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他こ

れらに類するものの共用の廊下又は階段の用に供する部分、「ホ」に住宅又は老人ホーム

等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分(建築基準法施行規則第10条の4の4に

規定する建築設備を設置するためのものであって、同規則第10条の4の5各号に掲げる基準

に適合するものに限る。)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない

と認めるもの、「ヘ」に自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のため

の施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分、「ト」に専ら防災

のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分、「チ」に蓄電池(床に据え付けるものに限る。)

を設ける部分、「リ」に自家発電設備を設ける部分、「ヌ」に貯水槽を設ける部分、「ル」

に宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができな

いものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分、「ワ」に住宅の用途

に供する部分、「カ」に老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供す

る部分のそれぞれの床面積を記入してください。また、建築基準法令以外の法令の規定に

より、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分を有する場合においては、「ヲ」

に当該部分の床面積を記入してください。 

   ⑮ 住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものについては、10欄の「ロ」

の床面積は、その地階の住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用

途に供する部分の床面積から、その地階のエレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若し

くは老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの共用の廊下若しくは階段の用に

供する部分の床面積を除いた面積とします。 

   ⑯ 10欄の「ヨ」の延べ面積及び「タ」の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、各階の床

面積の合計から「ロ」に記入した床面積(この面積が敷地内の建築物の住宅及び老人ホーム、
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福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分(エレベーターの昇降路の部分

又は共同住宅若しくは老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの共用の廊下若

しくは階段の用に供する部分を除く。)の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、

敷地内の建築物の住宅及び老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供

する部分(エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム、福祉ホームその

他これらに類するものの共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。)の床面積の合

計の3分の1の面積)、「ハ」から「ホ」までに記入した床面積、「ヘ」から「ル」までに記

入した床面積(これらの面積が、次の(1)から(6)までに掲げる建築物の部分の区分に応じ、

敷地内の建築物の各階の床面積の合計にそれぞれ(1)から(6)までに定める割合を乗じて得

た面積を超える場合においては、敷地内の建築物の各階の床面積の合計にそれぞれ(1)から

(6)までに定める割合を乗じて得た面積)及び「ヲ」に記入した床面積を除いた面積としま

す。また、建築基準法第52条第12項の規定を適用する場合においては、「タ」の容積率の

算定の基礎となる敷地面積は、6欄「ホ」(2)によることとします。 

    (1) 自動車車庫等の部分 5分の1 

    (2) 備蓄倉庫の部分 50分の1 

    (3) 蓄電池の設置部分 50分の1 

    (4) 自家発電設備の設置部分 100分の1 

    (5) 貯水槽の設置部分 100分の1 

    (6) 宅配ボックスの設置部分 100分の1 

   ⑰ 6欄の「ハ」、「ニ」、「ヘ」及び「ト」、9欄の「ハ」並びに10欄の「タ」は、百分率

を用いてください。 

   ⑱ ここに書き表せない事項で特に許可を受けようとする事項は、14欄又は別紙に記載して

添えてください。 

  4．第三面関係 

   ① この書類は、建築物ごとに作成してください。 

   ② この書類に記載する事項のうち、5欄の事項については、別紙に明示して添付すれば記載

する必要はありません。 

   ③ 1欄は、建築物の数が1のときは「1」と記入し、建築物の数が2以上のときは、建築物ご

とに通し番号を付し、その番号を記入してください。 

   ④ 2欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 

   ⑤ 5欄は、建築基準法施行規則別紙の表の用途の区分に従い対応する記号を記入した上で、

用途をできるだけ具体的に書き、それぞれの用途に供する部分の床面積を記入してくださ

い。 

   ⑥ ここに書き表せない事項で特に許可を受けようとする事項は、6欄又は別紙に記載して添

えてください。 

   ⑦ 建築物が高床式住宅(豪雪地において積雪対策のため通常より床を高くした住宅をいう。)

である場合には、床面積の算定において床下部分の面積を除くものとし、7欄に、高床式住

宅である旨及び床下の部分の面積を記入してください。 
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第十号様式（第十八条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第十号様式(第十八条関係)(日本産業規格A列4番) 

許 可 通 知 書 

第     号 

年  月  日 

  申請者    殿 

特定行政庁       印 

 1．申請年月日    年 月 日 

 2．建築場所 

 3．建築物又はその部分の概要 

  上記による許可申請書及び添付図書に記載の計画について、長期優良住宅の普及の促

進に関する法律第18条第1項の規定に基づき、下記の条件を付して許可しましたので通知

します。 

記 

  (長期優良住宅の普及の促進に関する法律18条第2項において準用する建築基準法(昭和

25年法律201号)第92条の2の規定により許可に付す条件) 

  (注意) この通知書は、大切に保存しておくこと。 
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第十一号様式（第十八条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第十一号様式(第十八条関係)(日本産業規格A列4番) 

許可しない旨の通知書 

第     号 

年  月  日 

 申請者   殿 

特定行政庁      印 

  別添の許可申請書及び添付図書に記載の計画については、下記の理由により長期優良

住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定による許可をしないこととしました

ので、通知します。 

  なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以

内に      建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この通知を

受けた日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると審査

請求をすることができなくなります。)。また、当該審査請求に対する裁決の送達を受け

た日の翌日から起算して6か月以内に      を被告として(訴訟において    

  を代表する者は      となります。)、処分の取消しの訴えを提起することが

できます(なお、裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決

の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 

記 

 (理由) 
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